
 
  
My−IoT コンソーシアム　規約      (2026年6月版) 
 
第１条 （名称） 
本コンソーシアムは「My-IoTコンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という)と称する。 
 
第２条 （目的） 
本コンソーシアムは、内閣府SIP第2期の研究開発成果である「My-IoT開発プラットフォー
ム」をはじめ、メンバーの持つ技術や商材等を活用することで、中小企業のIoT/ITの普及
支援、新ビジネス創出のための活動を行う。 
 
第３条 （活動） 
本コンソーシアムは、本事業等に関連して、次の各号に定める活動(以下「本活動」という)
を行う。 
（１）事業化を前提としたMy-IoT開発プラットフォームの活用、開発支援、普及支援 
（２）会員間の共創によるIoT/IT 新規ビジネス創出と地域・業界のエコシステムの確立 
（３）九州圏をはじめ、国内外大学の「研究成果」の社会実装支援 
（４）IoT/IT 人材の育成に資する機会および場の提供 
（５）本コンソーシアム及び本事業等に関する国内外への情報発信及び広報活動 
（６）各種関係機関・団体等との連携によるエコシステム普及 
（７）その他、本目的のための必要な活動 
 
第４条 （会員） 
本コンソーシアムの会員は、本目的及び、活動の趣旨に賛同する、次の種別の会員をもっ

て構成する。 
（１）キーメンバー 
（２）メンバー 
（３）自治体・アカデミア・教育機関メンバー 
（４）特別メンバー（幹事会が招聘したメンバー） 
 
第５条 （会員の権利と義務） 
１  会員は、本コンソーシアムの会員であることを広告、パンフレット、催事等において示す
ことができる。 
２　会員は、本コンソーシアムが実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲示さ

れることを承認する。 
３　会員は、本コンソーシアムの活動に積極的に参加する。 
第６条 （入退会） 
１　本コンソーシアムへ入会しようとする者は、書面をもって申し込み、後述の幹事会の承

認を受けなければならない。 
２　本コンソーシアムを退会しようとする者は、後述の幹事会に書面をもってその旨を届け

出なければならない。 



３　申し込み及び届け出については、書⾯のかわりに電⼦的な⼿段を⽤いることができる

ものとする。 
 
第７条 （事業年度） 
本コンソーシアム事業年度は、通常４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
第８条 （入会金及び年会費） 
本コンソーシアムの年会費は、会員種別に応じて、次のとおりとする。 
１．入会金・・・・・・・・・・・なし 
２．会費：年度会費制 
３．会員種別による年会費： 
※一口：４万円 
キーメンバー・・・・・・・・・・・・５口以上 （税抜） 
通常メンバー・・・・・・・・・・・・１口から４口 （税抜） 
アカデミア・自治体・教育メンバー・・無料もしくは任意金額 
特別メンバー・・・・・・・・・・・・無料 
４．年度途中入会については、年会費の総額を支払うものとする。 
５．年度内に、メンバーからキーメンバーへの変更は申込可能とする。但し４口以上の追加

の年会費を支払うものとする。 
６．年度内に退会した場合においても年会費の返金は行わないものとする。 
７．幹事会が特別に認めた場合は、入会金を免除することができるものとする。 
 
第９条 （幹事及び幹事会） 
本コンソーシアムに、役員として幹事を置く。 
２　幹事は、総会において選任する。ただし、再任は妨げない。 
３　幹事のうちから代表幹事を選任し、代表幹事は本コンソーシアムを代表する。 
４　幹事のうちから副代表幹事を選任し、副代表幹事は代表幹事を補佐し、必要に応じて

代表幹事を代行する。 
５　幹事は幹事会を組織し、本コンソーシアムの運営にあたる。幹事会は、会員の 
入会承認、予算の管理執行、事業活動報告および収支決算報告の作成等の業務を行う。 
 
第１０条 （総会） 
総会は、会員をもって組織し、各年度に１回またはそれ以上開催するものとする。 
２　総会は、代表幹事が招集し、総会の議長は代表幹事もしくは代表幹事が指名するもの

とする。 
３　総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこ

れを決する。 
４　会員は、書面等を議長に提出し、その議決権を行使することができるものとする。この

場合において、議決権の行使のための書面等を提出した会員は、その総会に出席したも

のとみなす。 
５　総会は、必要に応じて、オンラインまたは、書面による開催とすることができる。 
６　総会は、総会員の２分の１以上の出席をもって成立する。 
７　総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任する

ことができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。 



８　総会は、本コンソーシアムの設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 
　　① 本規約の改正 
　　② その他本コンソーシアムの運営に関して重要 
 
第１１条 （事務局） 
本コンソーシアムに事務局を設ける。 
２　事務局は株式会社産学連携機構九州（My-IoT事業企画センター）が行う。 
３　事務局は、庶務の執行のほか、会員間の連絡を行う。 
４　事務局の運営に関し、必要な事項は別に定める。 
 
第１２条 （責任範囲） 
１  幹事会及び事務局は、本規約に定める以外には一切責任を負わないものとする。会員
間での情報交換、共同プロジェクトの実施、取引ないし契約等は、当該会員が自己の名

義・計算で行うものとし、幹事会及び事務局は何らの保証または責任を負わないものとす

る。 
２　会員の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の責に帰すべき事由により発生

した場合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。 
 
第１３条 （著作権） 
会員が、本活動において新たに作成した著作物の著作権については、当該会員に帰属す

る。 
２　会員が本活動において新たに共同で作成した著作物の著作権は、当該作成者間での

共有とする。 
３　前２項の規定にかかわらず、本コンソーシアム及びその会員は、本活動及びその公表

に必要な範囲において、前２項に定める著作物を無償で利用することができる。本項に定

める利用について、前２項の著作物の著作者は、著作者人格権を行使しないものとする。 
４　本条第１項及び第２項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当

該著作物の作成者は、事務局及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取

るものとする。 
５　一又は複数の会員が、単独又は共同して、本活動の範囲外で行う本事業等に関する

行為については、本条の定めは適用されない。 
 
第１４条 （知的財産権等） 
本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠（以下「発明等」という。）に係る権利

（以下「知的財産権等」という。）の取扱は、次に定めるとおりとする。 
（１）会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等をなした者

に帰属する。 
（２）会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者の共有と

し、その持分割合及び出願手続等については共有者間で協議して定めるものとする。 
2．本コンソーシアムが提供するMy-IoTプラットフォーム上では、当事者以外の利用を許諾
していない 
知的財産権にかかわるデータやプログラムの取り扱いを禁止する。 
 
第１５条（保証） 



本コンソーシアムは、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点で本コンソーシア

ムが保有するMy-IoTプラットフォームの利用をメンバー種別に応じた範囲で提供するもの
とする。ただし、本コンソーシアムが提供するMy-IoT環境は技術検証（PoC）向けであり、
商用としての提供を想定していない為、My-IoT環境利用に関する何等の保証は行わない
ものとする。 
2．会員は、自己の責任において My-IoT技術を使用するものとし、本コンソーシアムに損 
害を与えることのないものとする。本コンソーシアムは、My-IoT技術を使用した会員の
My-IoT対応製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項（製造物責任を
含むがこれに限定されない）につき、一切責任を負わないものとする。 
3．本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任及び契約不適合責任を含む本コンソーシアム
の責任 のすべてを規定したものであって、前項を含め、本ンソーシアムは法律上の請求原
因の如何 にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害
に関し、本コンソーシアムの予見の有無を問わず、一切の責任を負わないものとする。 
4．会員は、My-IoT技術を使用した自己のMy-IoT対応製品及び当該My-IoT対応製品の
関連資料（提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれ

に限定されないものとする。）が、第三者の知的財産権その他権利を侵害するものとして、

当該第三者との間に紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合は、自己の責任と費用

においてその解決にあたるものとする。 
 
第１６条 （個人情報の取扱い） 
事務局及び会員は、本活動の過程において個人情報の委託または提供を受ける場合、

「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法第５７号、その後の改正を含み、以下同

じ）、これに関連する法令を遵守するものとする。なお、本規約において「個人情報」とは、

個人情報保護法第２条第１項記載の意味を有するものとする。 
2．本コンソーシアムが提供するMy-IoTプラットフォーム上では、個人情報にかかわるデー
タを取り扱うことを禁止する。 
 
第１７条（管轄裁判所） 
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 
 
第１８条 （本規約の改訂） 
本規約は、幹事会において、必要に応じて改訂することができる。 
２　この規約に定めるものの他は、必要な事項について代表幹事が別に定める。 
 
附則 
この規約は、令和５年４月１日 から施行する。 
この規約は、令和７年４月３日 から施行する。 
この規約は、令和７年７月３日 から施行する。 
この規約は、令和８年６月１日 から施行する。 
 


